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 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業について②（お知らせ）  

 

このことについて、別紙村教委からのお知らせのとおり期間が延長されました。 

諸般の事情をお酌み取りいただき、保護者の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 臨時休業の期間 

令和２年３月２６日（木曜日）まで 

  ・ 期間中、登校日を１６日（月）、２５日（水）、２６日（木）の３日間設定します。 

  ・ すべて午前のみの登校となります。 

・ ２５日は卒業式、２６日は修了式と離任式を予定しています。 

 

２ 臨時休業中の児童の過ごし方について 

□ 不要不急の外出は避け、休業前に配付した資料「臨時休業中の過ごし方」を参照の上、家

で過ごすようにしてください。なお、期間中も手洗いやうがい、マスクの着用などの感染予

防、体調管理に留意してください。 

□ 家庭学習については、休業前に配付したプリントやドリルなどへの書き込みなど、担任や

専科教員から指示のあった課題に取り組ませてください。解答も配付しています（ドリル等

は添付されています）ので、保護者の皆様に添削等のかかわりをお願いします。 

□ １６日（月）の登校日に新しい課題を配付します。 

  

 ３ 連絡 

  □ 臨時休業期間中の学校からのお知らせは、主にマチコミメールを使用します。毎日、メー

ルチェックをお願いします。これ以外に、週に１～２回、学級担任が電話で連絡します。

マチコミメールで紹介している「健康チェック１０項目」に照らし、お子様の健康や生活

の様子をお聞かせください。 

  □ 卒業式については、来賓の人数を少なくしたり、式次第や装飾等を縮小したりして実施す

る予定です。今のところ日時に変更はありません。 

  □ 学校における休業中の児童の預かりについて希望調査を行います。１０日（火）のマチコ

ミメールをご覧ください。 


